
交差点は事故が多発する危険地帯
自転車で通行する場合の注意点

自転車（軽車両）は車両の仲間
車道の左側を通行（車と同じ方向）

路側帯とは
歩道のない道路等で、歩行者が通行するた
めに設置された、道路標示（白線）によって区
分された部分の事で、原則自転車も通行でき
ます。

左側通行
自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路
の左側部分に設けられた路側帯に限ります。
この場合歩行者の通行を妨げないように進
行しなければなりません。

◎右側通行（車道逆走）
通行区分違反 ： 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◎一方通行逆走
通行禁止違反 ： 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 過失10万円以下の罰金

※歩道がある側の車道外側線の路端は、車道の一部で路側帯ではありません。

※一方通行の道路でも左側通行
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※自転車を利用するすべての人は、ヘルメットを着用
　するように努めましょう。（北海道自転車条例）

夜はもちろん、昼でも暗い場所（トンネル等）を通行するときは、
ライトを点けなければなりません。

傘差し運転は、片手運転となり危険な上、歩行者等にも危害を及
ぼします。降雨時に自転車に乗る時は、雨合羽を着用しましょう。

ヘッドホンやイヤホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要
な音または声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。
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もしものために -TSマーク-

公益社団法人 北海道交通安全推進委員会

危険行為を反復して行った人に講習受講が命じられます。
※信号無視、通行禁止違反、指定場所一時不停止、妨害運転など、「危険行為」として道路

交通法施行令で定める違反を3年以内に2回以上行った自転車運転者（14歳以上）を対
象に、運転者としての資質向上を図るため、公安委員会が行う講習です。

●大切な命を守るヘルメット
自転車利用中の交通事故で、亡くなられた方の多くは頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の
交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて3倍以上高く
なるというデータもあります。自転車に乗る時は、ヘルメットを着用して頭部を保護しましょう。

自転車の悪質違反者に対する講習制度について【平成27年6月1日から】

政令で定める違反行為を繰り返した自転車運転者

自転車運転者講習受講 5万円以下の罰金

一定の期間内に受講せず

　高校生の皆さんは通学やクラブ活動等で、自転車を利用する機会が
増えますが、中には自転車利用時の一時不停止、安全不確認、ヘッドホ
ン等で音楽を聴きながらの運転、携帯電話を使用しながらの片手運
転、道路一杯に広がっての並進運転などの危険な乗り方や、交通マ
ナーの悪さが目立つ人もいます。
　この「高校生のための交通安全～自転車を安全に乗るために～」で
は、皆さんに心掛けて欲しいことや、交通事故を起こしてしまった時の
責任の重さを知ってもらうために過去に実際に高校生が起こしてし
まった事故事例を記載しています。
　自転車に乗る前にお読みいただき、交通事故の防止や交通マナーの
向上にお役立てください。

　道路交通法上では、自転車も車やバイクと同じ「車両」の仲間です。自転車を運
転していて交通事故を起こし、歩行者に危害を加える等すれば、懲役、禁錮、罰金
等の刑事責任や損害賠償等の民事責任といった社会的責任が問われることがあ
ります。
　自転車で事故を起こした場合の責任の重さをよく理解し、交通ルールを守って
安全な乗り方に努めるようにしましょう。

❶ 負傷者を救護する義務
❷ 道路における危険の防止措置をする義務
❸ 直ちに最寄りの警察署等警察官に報告する義務
※自転車事故を甘く考えてはいけません。逃げたらひき逃げ重大犯罪
　ひき逃げ（救護義務違反） ： 軽車両の運転者  1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

歩道から交差点に無理
に進入し、女性保険勧
誘員の自転車と衝突。
女性は頭蓋骨骨折を負
い、9日後に死亡。
 損害賠償額3,138万円

赤信号で交差点の横断
歩道を走行中、男性旋
盤工のオートバイと衝
突。男性は頭蓋内損傷
で13日後に死亡。
 損害賠償額4,043万円

車道を斜め横断し、対向
車線を直進してきた男
性会社員の自転車と衝
突。男性に言語機能等
の重大な障害が残った。
 損害賠償額9,266万円

※自転車を利用する際は
　●ヘルメットの着用に努めましょう。
　●自転車の後部だけでなく、側面にも反射材を装備しましょう。
　●万が一の事故に備えた自転車損害賠償保険等に加入しましょう。

北海道自転車条例 （平成30年4月1日施行）

２０２１

自転車の点検・ヘルメットの着用 交通事故
自転車利用者にも大きな責任

区　分
傷　害　補　償

第一種
TSマーク
（青マーク）

第二種
TSマーク
（赤マーク）

賠償責任補償 被害者見舞金

死亡、重度障害 入院15日以上入院15日以上 死亡、重度障害

限度額
1億円 一律 10万円一律 10万円 一律 100万円

限度額
1,000万円一律 1万円 一律 30万円第一種

TSマーク

第二種
TSマーク

※TSマーク付帯保険の有効期間は点検日から1年間です。年に1回、定期的に点検を受けて、保険
　の更新をしましょう。

交通事故の場合の3つの義務

●サドルにまたがった時、両足のつま先が地
面に着くか。

●ペダルが曲がっていて、足が滑る恐れはないか。


